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平成２５年（国）第３７１号

平成２６年１月３１日

主文

本件再審査請求を棄却する。

理由

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、国民年金法（以下

「国年法」という。）による障害基礎年金の

支給停止の解除を求めるということであ

る。

第２　再審査請求の経過

１　請求人は、脳梗塞（以下「当該傷病」

という。）による障害の状態が、国年法

施行令（以下「国年令」という。）別表

に定める２級の程度に該当するとして、

障害等級２級の障害基礎年金の支給を受

けていたが、国年令別表に定める障害の

程度に該当しなくなったとして、平成○

年○月から障害基礎年金の支給を停止さ

れていた。

２　請求人は、当該傷病の障害の程度が増

進し、国年令別表に定める程度の障害の

状態になったとして、平成○年○月○日

（受付）、厚生労働大臣に対し、障害給付

受給権者支給停止事由消滅届（以下「支

給停止事由消滅届」という。）を提出した。

３　厚生労働大臣は、平成○年○月○日付

で、請求人に対し、「傷病（脳梗塞）に

ついては、障害の状態は国民年金法施行

令別表（障害年金１、２級の障害の程

度表）に定める程度に該当しないため。」

という理由により、支給停止は解除しな

い旨の処分（以下、これを「原処分」と

いう。）をした。

４　請求人は、原処分を不服とし、標記の

社会保険審査官に対する審査請求を経

て、当審査会に対し、再審査請求をした。

第３　問題点

１　国年法第３６条第２項に、「障害基礎

年金は、受給権者が障害等級に該当する

程度の障害の状態に該当しなくなつたと

きは、その障害の状態に該当しない間、

その支給を停止する。」と規定されてい

る。

２　国年法施行規則第３５条第１項は、障

害基礎年金の受給権者は支給を停止され

ている障害基礎年金につき、支給停止の

事由が消滅したときは、速やかに支給停

止事由消滅届を日本年金機構に提出しな

ければならない旨を規定している。

３　本件の場合、請求人は、厚生労働大臣

が障害基礎年金の支給停止を解除しない

としたことを不服としているのであるか

ら、本件の問題点は、支給停止事由消滅

届提出時における請求人の当該傷病によ

る障害の状態が、国年令別表に定める２

級の程度に該当しないと認めることがで

きるかどうかである。

第４　当審査会の判断

１　請求人の当該傷病による障害は、主と

して肢体の機能に係るものと認められる

ところ、これにより２級の障害基礎年金

が支給される障害の状態について、国年

令別表には、「身体の機能の障害又は長

期にわたる安静を必要とする病状が前各

号と同程度以上と認められる状態であつ

て、日常生活が著しい制限を受けるか、

又は日常生活に著しい制限を加えること

を必要とする程度のもの」（１５号）が

掲げられている。

そして、これらの障害の程度を認定

するためのより具体的な基準として、社

会保険庁により発出され、同庁の廃止後

は厚生労働省の発出したものとみなされ

て、引き続き効力を有するものとされ、

当審査会においても障害の状態の認定及

び給付の公平を期するための尺度とし

て、これに依拠するのが相当であると考

える「国民年金及び厚生年金保険障害認

定基準」（以下「認定基準」という。）が

定められているところ、その第２では障

害認定に当たっての基本的事項が、また、

第３第１章では各種の障害ごとに認定の

基準と要領を定めている。そして、本件

の場合、請求人の当該傷病による障害は、

肢体の機能の障害と認められるから、第
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１章「第７節／肢体の障害」の「第４･

肢体の機能の障害」に定められていると

ころによってその程度を認定するのが相

当であり、認定基準から認定のために必

要な部分を摘記すると、次のとおりであ

る。

障害認定に当たっての基本的事項とし

て、２級については、身体の機能の障害

又は長期にわたる安静を必要とする病状

が、日常生活が著しい制限を受けるか又

は日常生活に著しい制限を加えることを

必要とする程度のものとされ、この日常

生活が著しい制限を受けるか又は日常生

活に著しい制限を加えることを必要とす

る程度とは、必ずしも他人の助けを借り

る必要はないが、日常生活は極めて困難

で、労働により収入を得ることができな

い程度のものであり、例えば、家庭内の

極めて温和な活動（軽食作り、下着程度

の洗濯等）はできるが、それ以上の活動

はできないもの又は行ってはいけないも

のであり、すなわち、病院内の生活でい

えば、活動の範囲がおおむね病棟内に限

られるものであり、家庭内の生活でいえ

ば、活動の範囲がおおむ家屋内に限られ

るものであるとされる。そうして、肢体

の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわ

たる障害（脳血管障害、脊髄損傷等の脊

髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー

等）の場合には、認定基準第３第１章

の第７節（以下「本節」という。）「第１　

上肢の障害」、「第２　下肢の障害」及び

「第３　体幹・脊柱の機能の障害」に示

したそれぞれの認定基準と認定要領によ

らず、「第４　肢体の機能の障害」とし

て認定し、肢体の機能の障害の程度は、

関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久

性を考慮し、日常生活における動作の状

態から身体機能を総合的に認定するとさ

れ、２級に相当すると認められるものを

一部例示すると次のとおりである。

障害の

程度
障　害　の　状　態

２級

１．一上肢及び一下肢の機能に相当

程度の障害を残すもの

２．四肢に機能障害を残すもの

なお、一部例示した表には、「（注）肢

体の機能の障害が両上肢、一上肢、両下

肢、一下肢、体幹及び脊柱の範囲内に限

られている場合には、それぞれの認定基

準と認定要領によって認定すること。な

お、肢体の機能の障害が上肢及び下肢の

広範囲にわたる場合であって、上肢と下

肢の障害の状態が相違する場合には、障

害の重い肢で障害の程度を判断し、認定

すること。」と付記されている。そして、

身体機能の障害の程度と日常生活におけ

る動作の障害との関連を参考として示す

と、「機能に相当程度の障害を残すもの」

とは、日常生活における動作の多くが「一

人で全くできない場合」又は日常生活に

おける動作のほとんどが「一人でできる

が非常に不自由な場合」をいい、「機能

障害を残すもの」とは、日常生活におけ

る動作の一部が「一人で全くできない場

合」又はほとんどが「一人でできてもや

や不自由な場合」をいうとされている。

また、認定基準第３第２章（以下「同

章」という。）の「第２節／併合（加重）

認定」によれば、２つの障害が併存する

場合には、個々の障害の状態について、

併合判定参考表における該当番号を求め

た後、当該番号に基づき併合（加重）認

定表による併合番号を求め、障害の程度

を認定するとされている。なお、同章の

別表として、併合判定参考表、併合（加

重）認定表が定められているが、これら

の掲記は省略する。

２　そうして、本件障害の状態は、ａ病院・

Ａ医師作成の平成○年○月○日現症に係

る同年○月○日付診断書によれば、障害

の原因となった傷病名には当該傷病が掲

げられた上で、診断書作成医療機関にお

ける初診時（平成○年○月○日）所見は、

「平成○年○月○日、○歳時･右片麻痺発

症。右上肢は屈伸運動ができる程度。右

下肢は、Ｔ杖と右足関節に短下肢装具（ブ

レイス）をつけて、屋内歩行移動が可能。
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歩行不安定で転倒しやすい。リハビリを

しないと麻痺側の筋肉が固まる。」、現在

までの治療の内容等は、「テルネリン１

ｍｇ３Ｔ／日を内服。その他、クレス

トール２．５ｍｇ／Ｔ、アテレック１０

ｍｇ１Ｔ、葛根湯、麦門冬湯、メチコバ

イド、マイスリー５ｍｇ１Ｔ等を与薬。」

とされ、麻痺は、外観（痙直性）、起因

部位（脳性）、感覚麻痺（鈍麻）、運動麻

痺、腱反射は右の上下肢で亢進、バビン

スキー反射は右で陽性、握力は、右５ｋ

ｇ、左２１ｋｇとされている。関節他動

可動域（度）では、右手関節（背屈＋掌

屈）が１２５で、参考可動域１６０の５

分の４以下に制限され、右足関節（背屈

＋底屈）５、右股関節（屈曲）（注：伸

展は計測されていない）９０と、参考可

動域の６５、１２５に対して、それぞれ

２分の１、５分の４以下に制限されてい

るものの、他の関節に著しい制限はなく、

関節運動筋力は、右上下肢に係る全ての

関節で「半減」とされている。日常生活

動作の障害の程度をみると、右上肢機能

に関連する１０項目のうち、上衣の着脱

（かぶりシャツを着て脱ぐ）（両手）は「一

人でできてもやや不自由」であるが、他

の全ては「一人で全くできない」とされ、

右下肢機能に関連する５項目のうち、階

段を降りるは、手すりがあればできるが

非常に不自由であり、他の全ては「一人

でできても」、「支持があればできるが」

又は「手すりがあればできるが」「やや

不自由」な程度とされている。平衡機能

は、閉眼で起立・立位保持の状態は可能

であるが、開眼での直線の１０ｍ歩行の

状態は、「多少転倒しそうになったりよ

ろめいたりするがどうにか歩き通す」と

され、補助用具使用状況は、屋外ではＴ

杖を使用し、屋内では手すり使用し、介

護者不在時は外出できず、手すりのない

階段を昇降できないとされている。現症

時の日常生活活動能力及び労働能力は、

「要介護２。週４回のデイケアでリハビ

リ継続中。労働能力なし。」、予後は、「変

化なしの見込み。」とされている。

以上のような本件障害の状態は、下肢

機能障害に比べてより上肢機能障害が重

い右上下肢の機能の障害と認められ、そ

の障害の程度を日常生活動作の障害から

みると、「一上肢及び一下肢に機能障害

を残すもの」に該当する程度に留まり、

２級の例示である「一上肢及び一下肢の

機能に相当程度の障害を残すもの」には

該当しない。また、右上肢の障害の程度

をみても、右上肢３大関節のいずれかの

関節他動可動域は２分の１以下に制限さ

れておらず、本節「上肢の障害」で２級

に掲げられている「一上肢の機能に著し

い障害を有するもの（以下「一上肢の用

を全く廃したもの」という。）に該当し

ない。すなわち、本節「上肢の障害」に

よれば、２級とされる「一上肢の用を全

く廃したもの」とは、一上肢の３大関節

中いずれか２関節以上の関節が全く用を

廃したものであり、①　不良肢位で強直

しているもの、②　関節の他動可動域が、

健側の他動可動域の２分の１以下に制限

され、かつ、筋力が半減しているもの、

③　筋力が著減又は消失しているものの

いずれかに該当する程度のものとされて

いるが、本件においては、それらのいず

れにも該当しない。

３　以上のように、支給停止事由消滅届提

出時における請求人の当該傷病による障

害の状態は、国年令別表に定める２級の

程度に該当しないし、もとより、それよ

り重い１級には該当しないことは明らか

である。

４　よって、原処分は相当であって、取り

消すことはできず、本件再審査請求は理

由がないので ､ これを棄却することと

し、主文のとおり裁決する。
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